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○

資
産
対
応
証
券
の
募
集
等
又
は
そ
の
取
扱
い
を
行
う
特
定
目
的
会
社
及
び
特
定
譲
渡
人
に
係
る
行
為
規
制
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
三
十

号
）次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
資
産
対
応
証
券
の
募
集
等
の
取
扱
い
の
届
出
）

（
資
産
対
応
証
券
の
募
集
等
の
取
扱
い
の
届
出
）

第
三
条

［
略
］

第
三
条

［
同
上
］

２

管
轄
財
務
局
長
は
、
前
項
の
届
出
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
当
該
届
出
書
の

２

管
轄
財
務
局
長
は
、
前
項
の
届
出
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
当
該
届
出
書
の

副
本
に
受
理
番
号
を
記
入
し
た
上
で
、
当
該
副
本
を
届
出
者
に
還
付
し
な
け
れ

副
本
に
受
理
印
を
押
し
て
受
理
番
号
を
記
入
し
た
上
で
、
当
該
副
本
を
届
出
者

ば
な
ら
な
い
。

に
還
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
故
の
確
認
を
要
し
な
い
場
合
）

（
事
故
の
確
認
を
要
し
な
い
場
合
）

第
十
九
条

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
九
条
第
三
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

第
十
九
条

［
同
上
］

内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

八

和
解
が
成
立
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満

八

和
解
が
成
立
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
を

た
す
場
合

満
た
す
場
合

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

ロ
の
支
払
が
事
故
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
九
条
第
三
項
に
規

ハ

ロ
の
支
払
が
事
故
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
九
条
第
三
項
に
規

定
す
る
事
故
を
い
う
。
第
十
号
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

定
す
る
事
故
を
い
う
。
第
十
号
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

よ
る
損
失
の
全
部
又
は
一
部
を
補
塡
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る

よ
る
損
失
の
全
部
又
は
一
部
を
補
て
ん
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ

こ
と
を
イ
の
弁
護
士
又
は
司
法
書
士
が
調
査
し
、
確
認
し
た
こ
と
を
証
す

る
こ
と
を
イ
の
弁
護
士
又
は
司
法
書
士
が
調
査
し
、
確
認
し
た
こ
と
を
証
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る
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
（
金
融
商
品
取
引
法
第
十
三
条
第
五
項
に
規
定

す
る
書
面
が
特
定
目
的
会
社
又
は
特
定
譲
渡
人
に
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
と

す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
）
が
特
定
目
的
会
社
又
は
特
定
譲
渡
人
に
交

。

付
さ
れ
、
又
は
提
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

［
九
・
十

略
］

［
九
・
十

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


